
 

 

大河原町地方卸売市場事業経営戦略 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月策定 
令和８年２月改定 

 
大河原町 商工観光課 



 
 

 

 

経営戦略改定にあたって 

地方公共団体が経営する公営企業は、独立採算制、公益性の下で公共の福祉や地

域経済の活性化など重要な公共サービスを提供する役割を果たしており、将来にわ

たってもサービスの提供を安定的に継続することが求められております。 

人口減少が進み少子高齢時代にあって、公営企業の経営は施設等の老朽化に伴う

更新投資の増大、料金収入の減少などにより厳しさを増すばかりです。そのような

中、総務省から経営に関する新たな視点や多様な視点での抜本的な改革を目指す

「戦略性」や「存在使命」など中長期的な視点に立った経営の基本方針である「経

営戦略」の策定が要請されたところであります。このため、地方公共団体において

は、公営企業の経営環境の変化に適切に対応し、その在り方について絶えず検討を

行うことが求められています。 

 公営企業の一つ「市場」に関しても、全国的に少子高齢化に伴う人口減少による

食料消費量の減少、社会構造の変化に伴う消費者ニーズの多様化や市場外流通の拡

大などにより、市場の取扱量の減少、生産者並びに買受人とも減少している状況が

あり、加えて施設の老朽化が進む中で事業運営を行っている現状があります。 

大河原町地方卸売市場は昭和 49 年に開設され、平成 22 年には白石市及び角田市

の地方卸売市場と合併し、現在、大河原町を開設者に宮城県仙南地域の拠点市場と

して青果物を供給しています。市場規模としては小規模ですが、地域の実情に応じ

た持続的な経営を見越していくために、国が示す様式による「経営戦略」を令和３

年３月に策定しました。 

 「経営戦略」策定後５年が経過し、新型コロナウイルス感染症の影響による消費

者の消費行動の変化、卸売市場経由率の低下や取扱い量の減少等、卸売市場を取り

巻く情勢は厳しいものとなっています。このため今後の社会情勢の変化を見据え、

令和８年２月に中間見直しによる改定を行いました。 
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大河原町地方卸売市場事業経営戦略 

 

 

団 体 名 宮城県 大河原町 

事 業 名 地方卸売市場事業 

策 定 日 令和３年３月 

改 定 日 令和８年２月 

計 画 期 間 令和８年度 ～ 令和１７年度 

 

 

１．事業概要 

（１）事業形態等 

法適 

（全部適用・一部適用） 

法非適用の区分 

法非適用 事業開始年度 昭和 49年 6 月 1日 

職員数 0 人 市場種別区分 地方卸売市場 

前回の移転 

又は再整備年度 
― 次回再整備予定年度  ― 

年間取扱量 

（t） 

※過去 3 年度分を記載 

年 度 野 菜 果 実 花き・その他 

Ｒ４ 1,543 294 199 

Ｒ５ 1,479 260 171 

Ｒ６ 1,337 249 162 

年間税込売上 

（百万円） 

※過去 3 年度分を記載 

年 度 野 菜 果 実 花き・その他 

Ｒ４ 330 89 50 

Ｒ５ 350 91 43 

Ｒ６ 346 93 41 

年間使用料（千円） 
年度 使用料 年度 使用料 年度 使用料 

Ｒ４ 2,345 Ｒ５ 1,198 Ｒ６ 2,400 
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広域化実施状況 

大河原町地方卸売市場は、生鮮食料品の価格の適正化とその生

産及び流通の円滑化を目的として昭和 49 年 6 月 1 日に大河原町

を市場開設者として開設された。 

 その後の社会情勢で、生産者の高齢化による出荷の減少や、大

型スーパーの進出、小売店舗の減少などの影響により、取扱数量

の減少が続いたため、同様の状況であった白石市、角田市の地方

卸売市場と平成 22 年 9 月 6 日に合併し、宮城県仙南地域の青果

物の流通拠点としての役割を担っている。 

民間活用の状況 

ア 民間委託 ― 

イ 指定管理者制度 ― 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ ― 

エ 他民間活用 使用許可により卸売業者が運営 

 
 

（２）使用料形態 

売上高割使用料の

概要・考え方 

大河原町地方卸売市場条例による。 

【卸売業者市場使用料】 

野菜（花き等を含む。）及び果実並びにこれらの加工品売上金

額（消費税額及び地方消費税額を含む。）の 1,000 分の５ 

施設使用料の概要・

考え方 

大河原町地方卸売市場条例による。 

【卸売業者以外の者で、事業室その他町長が定める市場の施設

を使用しようとする者】 

土地 3.3 平方メートル当り 月額 300 円 

 

 

（３）市場を取り巻く環境等 

・大河原町は、地理的に宮城県南部の中心に位置し、国道４号線を基幹として柴田町、

村田町、蔵王町、白石市、角田市からの人や車の流れが交わる位置にあり、交通の

要衝ともなっている。また、仙台市中央卸売市場まで 35 ㎞の位置にあり、気候の

面では比較的温暖で積雪が少なく、宮城県仙南地域の拠点市場として適した位置に

ある。 

・地域の少子高齢化に伴う人口減少による食料消費量の減少、社会構造の変化に伴う

消費者ニーズの多様化や市場外流通の拡大などにより、市場の取扱量は減少してい

る。生産者並びに買受人とも高齢化や担い手不足が生じており、減少傾向が続いて

いる。 

加えて、近年の夏の猛暑等、常態化する異常気象症等により良好な市場運営を見通

せない状況が出てきている。 

・市場職員の退職によるマンパワー不足、高齢化による買参人の減少。 

・施設の老朽化が進み、改修・修繕を年次的に対応している現状がある。 
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市場取扱数量実績 平成 28 年度～令和７年度（見込） 

 

平成 28 年度から令和７年度（見込）までの 10年間で総数量 1,295 トンの減、

44.7％の減となっている。 

 ※減少率は小数点第２位以下切り捨て。以降記載する減少率、前年比も同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

令和元
年度

令和２
年度

令和3
年度

令和4
年度

令和5
年度

令和6
年度

令和7
年度

花き・その他 352 351 328 318 287 256 199 171 162 154
果実 429 436 369 339 338 269 294 260 249 239
野菜 2,115 1,879 1,799 1,800 1,855 1,673 1,543 1,479 1,337 1,208
合計 2,896 2,666 2,496 2,457 2,480 2,198 2,036 1,910 1,748 1,601

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

市場取扱数量実績 （単位：トン）

野菜 果実 花き・その他
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市場取扱高実績 平成 28 年～令和７年（見込） 

 

平成 28 年度から令和７年度（見込）までの 10年間で取扱高 223 百万円の減、32.7％

減のとなっている。 

 

 

市場使用料実績 平成 28 年～令和７年（見込） 

 
令和５年度、令和７年度においては、市場使用料を下半期分減免している。 

減免分を反映させない場合令和５年度 2,421 千円、令和７年度 2,302 千円となる。 

平成 28 年度から令和７年度（見込）までの 10年間で使用料 2,372 千円の減、

69.4％の減となっている。 

※使用料は取扱高の 5/1000 であるが、グラフにおける数値、減少率については端数

処理により誤差があります。 
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度
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度
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取扱高 683 614 565 539 568 506 469 484 480 460
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使用料 3,418 3,071 2,825 2,698 2,841 2,533 2,345 1,198 2,400 1,046
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２．将来の事業環境の見通し 

（１）市場取扱量及び取扱高の見通し 

・少子高齢化及び人口減少による食料消費量の低下、農業の担い手不足や高齢化の進

行などによる農産物の生産量減少に加え、農産物直売所等の増加に伴い、年間取扱

量及び取扱高は今後も減少することが見込まれる。 

・消費者ニーズの多様化や社会構造の変化により、付加価値のある農産物が求めら

れ、通信販売や生産者の直接販売が増加していることに伴い、年間取扱量及び取扱

高は今後も減少することが見込まれる。 

 

市場取扱数量見込（令和８年度～令和 17 年度） 

 

令和 17 年度の取扱総数量は令和８年度実績見込みから 516 トンの減、33.7％の減と

なることを見込んでいる。 

見込数量の算出にあたっては、令和３年度から令和７年度の各前年比の平均「花き、

その他」△5.0％、「果実」△2.0％、「野菜」△5.0％で算出している。 
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年度

令和13
年度

令和14
年度

令和15
年度
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年度

令和17
年度

花き・その他 147 139 133 126 120 114 109 104 99 94
果実 234 229 225 220 216 212 207 203 199 195
野菜 1,148 1,091 1,036 984 935 888 844 802 762 724
合計 1,529 1,459 1,394 1,330 1,271 1,214 1,160 1,109 1,060 1,013

0

500

1,000

1,500

市場取扱数量見込 （単位：トン）
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市場取扱高見込（令和８年度～令和 17 年度） 

 

令和 17 年度の取扱高は令和８年度実績見込みから 139 百万円の減、31.5％の減とな

ることを見込んでいる。 

見込高の算出にあたっては、令和３年度から令和７年度の各前年比の平均△4.0％で

算出している。 
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（２）使用料収入の見通し 

・卸売業者は、年間取扱高に対し 1000 分の 5 の割合で使用料を町に納入しており、

町はこの財源により施設設備改修、修繕の対応を行っている。 

・年間取扱高の減少に伴い、今後、売上高割使用料収入の減少が見込まれる。 

 

 

市場使用料見込（令和８年度～令和 17 年度） 

令和 17 年度の使用料は令和８年度実績見込みから 695 千円の減、31.5％の減となる

ことを見込んでいる。 

使用料見込額の算出は、令和８年度から令和 17年度の市場取扱高見込額に 5/1000 を

乗じて算出している。 

 

（３）施設の見通し 

・開設から 52 年が経過し施設の老朽化が進んでいる。今後大規模な改修も必要とな

る。 

・夏場、冬場において一定に生産物の鮮度管理を行うための冷蔵庫の増設、重量シャ

ッターの更新等、施設維持のための改修、修繕が今後必要となる。 

・現状、卸売業者からの使用料により施設維持に充てているが、高額な設備更新等、

または大規模改修の対応を行う際には、他会計から繰出し等を検討せざるを得な

い。 

 

直近の改修実績 

・シャッター修繕工事     令和３年度 

・照明設備のＬＥＤ化    令和４年度 事務室 令和５．６年度 市場内 

・区画線修繕        令和６年度 

・冷蔵庫コンプレッサー修繕 令和７年度 

 

令和８
年度

令和９
年度

令和10
年度

令和11
年度

令和12
年度

令和13
年度

令和14
年度

令和15
年度

令和16
年度

令和17
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使用料 2,205 2,115 2,030 1,945 1,865 1,790 1,715 1,645 1,575 1,510

2,205 2,115 2,030 1,945 1,865 1,790 1,715 1,645 1,575 1,510 
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市場使用料見込 （単位：千円）
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３．経営の基本方針 

(1)持続的な市場運営の確保 

・広域の人口減少が見込まれることや、市場を介さない流通の増加等、社会構造の変

化により市場を取り巻く環境は厳しい状況にあるが、一方で安定的な出荷先、仕入

先として必要不可欠としている生産者、小売業者、飲食業者等もあり、また、生活

者への生鮮食料品の安定供給、公正な価格形成といった公共的機能の役割を維持す

るため、様々な課題に対応し、卸売業者の経営改善を図りながら事業を継続する。 

(2)施設等の計画的な維持管理と更新 

・施設面では主な施設が建築から 52 年を経過し、老朽化が進んでいることから、計

画的改修、修繕に努め、現有の施設設備の維持、更新等をしていく。 

 

 

４．投資・財政計画 

（１）投資・財政計画（収支計画）：別紙「投資・財政計画（収支計画）」のとおり 

                             （Ｐ１１～１２） 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

①収支計画のうち投資についての説明 

目  標 施設の計画的な維持管理を行う 

老朽化が進む施設の計画的な改修、修繕により投資費用を平準化することを念頭に

計上した。 

 

②収支計画のうち財源についての説明 

目  標 使用料収入の維持に努める。 

売上高割使用料のみを財源としており、卸売業者とともに経営改善に取り組み、市

場の売上高の減少をできるだけ抑えていくものとして計上した。 

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

目  標 経費の削減に努める。 

投資以外の経費は、法定の消防設備点検委託料、アスベスト飛散調査委託料、建物

保険料等の最低限必要な経費に、施設の今後の維持管理費を見込んで計上した。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に基づく取組事項要 

①今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化に関する事項 
宮城県仙南地域の拠点市場として、今後も同地域を範囲 

に機能を維持していく。 

投資の平準化に関する事

項 

老朽化が進む施設の計画的な改修、修繕や長寿命化、省 

エネルギー化を検討し、投資的経費の抑制を図る。 

施設等の統合・縮小・廃

止に関する事項 

市場への参入者や取扱量の減少により運営に支障が見 

込まれる場合、他地方卸売市場との統合や、農業関係団体

等による卸売事業の運営等を検討する。 

防災・安全対策に関する

事項 

老朽化が進む施設の防災・安全面への影響を調査し、計 

画的に改修、修繕を進める。非常時にも食料流通を維持す

る仕組みを検討する。 

民間の活力の活用に関

する事項（ＰＰＰ・ＰＦＩなど） 

事業規模、採算性から参入する事業者が見込めない状況 

である。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況 

売上高割使用料単価に

関する事項 

使用料収入については、収益により費用を賄うという公 

営企業の観点から安定的に確保していく必要があるものの

卸売業者の経営状況を勘案し、当面は現状維持とする。 

施設使用料単価に関す

る事項 

施設使用料については、使用する施設、空地等、使用の 

内容により適正な使用料を検討する必要がある。 

取扱高に関する事項 

新規就農者、農業生産法人、一般の生産者、また地域の 

小売業者や飲食業者に市場活用の利点（出荷全量買取、取

扱手数料が低率、仙台市場への買付受託等）について周知

し、認知度向上に努め参入者の増加を図る。 

生産者の高齢化に対応し、地域集荷の強化を検討する。 

繰入金に関する事項 

大きな設備増設や施設全体の大規模改修の対応として、 

他会計からの繰入金や基金設置、補助事業活用等を検討す

る。 

資産の有効活用に関する

事項 
敷地内空地の有効活用を検討していく。 

その他 
市場事業の持続に関して、必要がある場合は仙南地域各

市町と協議を行う。 
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③投資以外の経費についての考え方・検討状況 

民間の活力の活用に関

する事項（指定管理者制

度、ＰＰＰ・ＰＦＩ など） 

事業規模、採算性から参入する事業者が見込めない状況 

である。 

職員給与費に関する事

項 
― 

委託費に関する事項 ― 

その他 
現状対応が図れる市場のあり方、効率的な経営について 

卸売業者ほか関係団体等と協議をし、対応策を検討する。 

 

 

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

・これまで、卸売業者が市場運営を全般的に担い、町が運営する施設の設備や改修、

修繕を行って、黒字の市場運営となっているが、市場外流通の多様化や農産物生産

者（出荷）や買受人（商業者等）の高齢化、担い手不足等により、市場取扱量（高）

の減少が続いている。加えて、市場施設の老朽化が顕著であるため、10か年を見据

えるとする経営戦略は、本市場の規模として課題が多く、展望が見通せない部分が

ある。 

・本経営戦略においては、町及び卸売業者をはじめ市場関係者と毎年度検証を行い、

市場の現状対応、経営維持に必要とする修正を適宜行い、５年後を目安に全体的に

見直し改定を行うものとする。 
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